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前書き

近年、高齢化の急速な進行、核家族化及び都市化

の進行に伴う家族及び地域社会の扶養機能の低下、

国民意識の多様化等により、社会福祉を取り巻く環

境は大きく変化してきており、この環境の変化に対

応して国民の社会福祉に対するニーズも増大かつ多

様化してきている。今後、社会福祉事業に対する国

民のニーズの増大に伴い、民間による事業実施の重

要性が一層高まっていくことから、その中心となる

社会福祉法人については、社会福祉活動の中核とし

ての役割を十分に果たすことが期待されており、ま

た、その機能の公共性から、健全な法人運営及び事

業経営を遂行し得る体制、能力を有することが要請

されている。

社会福祉法人の総数は年々増加し、平成8年3月

末現在で1万5，090法人に達し、また、その経営する

社会福祉施設は7年10月1日現在で2万4，153施設（社

会福祉施設全体の41．1パーセント）となっており、

我が国の社会福祉の担い手として大きな役割を果た

している。

当庁においては、平成4年6月、「社会福祉法人の

指導監督に関する行政監察の結果に基づく勧告」を

行ったところであり、厚生省は、監察結果に基づく

改善措置状況に関する当庁の照会に対し、理事会機

能の活性化、監事機能の強化、会計組織の確立等に

ついて、都道府県を通じ社会福祉法人を指導した等

の回答を提出してきた。

しかしながら、近時、特別養護老人ホーム等の老

人福祉施設を経営する社会福祉法人において、社会

福祉施設等施設整備費補助事業及び社会福祉施設等

設備整備費補助事業の執行に関し、社会の非難を浴

びる不祥事が発生したことから、法人運営及び事業

経営の実態を踏まえ、社会福祉法人に対する行政機

関の指導監督の徹底を図ることが緊急の課題となっ

ている。

以上のような状況を踏まえ、今回、緊急に、平成

4年6月の勧告の趣旨の徹底状況を中心として、老

人福祉施設を経営する社会福祉法人における管理運

営体制、会計管理、施設・設備の設置に係る補助事

業の執行状況等を調査し、その結果を取りまとめた

ものである。

1　「社会福祉法人の指導監督に関す
る行政監察の結果に基づく勧告」
の趣旨の徹底状況

社会福祉法人の健全な発展を図り、もって社会福

祉の増進を図る観点から、当庁では、平成3年度に

「社会福祉法人の指導監督に関する行政監察」を実

施し、この結果に基づき、4年6月、社会福祉法人

の運営及び事業経営に関し、①理事会機能の活性化、

監事及び評議員会（社会福祉法人の業務に関する重

要事項の議決機関）の機能強化等管理運営体制の適

正化、②運営費の運用の適正化、会計組織の確立（複



けん

数の会計担当者を置くなど内部牽制機能を確保し得

る体制の整備）等会計管理の改善を図るよう、厚生

省に対し勧告（以下「前回勧告」という。）したとこ

ろである。これに対し、厚生省は、①理事会機能の

活性化、監事機能の強化、評議員会の機能強化及び

理事会との役割分担の明確化、会計組織の確立、基

本財産等資産管理の適正化等について、都道府県（平

成9年4月1日から、社会福祉法人の設立認可につ

いて、政令市及び中核市へも権限委譲）を通じ社会

福祉法人の指導したが、②理事会機能の活性化のう

ち、理事長専決事項例の策定等理事会の審査・議決

を要せず理事長が専決できる「日常軽易な業務」の

範囲・内容の明確化及び会計管理の改善のうち、随

意契約として差し支えない場合と競争契約に付さね

ばならない場合の基準の明確化については、引き続

き検討している等の回答を提出してきた。

しかし、今回、青森、山形、宮城、愛媛及び熊本

の5県において、老人福祉施設を経営する社会福祉

法人を対象として、前回勧告後における法人運営及

び事業経営の実態を調査した結果、以下のとおり、

厚生省の指導が徹底されていない状況がみられた。

（1）理事の選任及び理事会の運営

理事会機能の活性化については、前回勧告にお

いて、①「社会福祉法人の認可について」（昭和39

年1月10日付け社発第15号厚生省社会局長・児童

局長通知。以下「法人認可基準」という。）におけ

る理事選任基準の遵守、②社会福祉法人の業務の

うち、理事長が専決できる「日常軽易な業務」の

範囲・内容を明確化するための理事長専決事項の

例示等、③社会福祉法人の適正な運営のために必

要な理事会の開催、④理事会における定足数の適

正な確保の励行等を指摘した。しかし、5県内の

44法人における理事の選任及び理事会の運営状況

をみると、次のように、不適切な選任や運営を行

っているものがある。

ア　理事の選任

①　法人認可基準において、各理事と親族等の

特殊の関係にある者（6等親内の血族、配偶

者、理事が会社役員となっている場合の当該

会社の役員又は使用人等）は、一定の制限数

を超えて選任してはならないとされているに

もかかわらず、制限数を超えて選任している
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もの（4法人）

②　法人認可基準において、社会福祉事業の知

識経験者（社会福祉に関する教育を行う者等）

を一定数以上理事として選任することとされ

ているにもかかわらず、選任していないもの

（3法人）

③　法人認可基準において、施設経営の実態を

法人運営に反映させるため、原則として1人

以上施設長を理事として選任することとされ

ているにもかかわらず、選任していないもの

（2法人）

④　法人認可基準において、実際に法人運営に

参画できない者を役員として名目的に選任す

ることは適当でないとされているにもかかわ

らず、役員たる理事の理事会への出席が1年

以上皆無等名目的な選任となっているもの（7

法人）

イ　理事会の運営

①　法人認可基準で示されている社会福祉法人

定款準則（以下「法人定款準則」という。）に

おいて、理事会の審議・議決事項とされてい

る事項が理事長の専決により処理されており、

かつ、法人では理事長が専決し得る範囲を特

に定めていないもの（18法人）

②　法人定款準則において、理事会の審議．議

決事項とされている事項が、法人の定めてい

る理事長専決規程の中で理事長専決事項とさ

れており、理事長の専決により処理されてい

るもの（6法人）

なお、前回勧告に対する厚生省の回答にお

いて、引き続き検討中とされていた「日常軽

易な業務」の範囲・内容を明確化するための

理事長専決事項の例示等については、厚生省

がこれをいまだ策定していないことから、社

会福祉法人では厚生省からの提示を受けてい

ない状態となっていた。

③　法人定款準則において、毎会計年度終了後

2か月以内に理事会で審議・議決すべきとさ

れている決算を、会計年度終了後4か月後に

審議．議決している等予算、決算等の審議の

ための理事会が適期に開催されていないもの

（14法人）

④　法人定款準則において、理事会は、理事総
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数の3分の2以上の出席がなければ、その議

事を開き、議決することができないこととさ

れているにもかかわらず、理事会の定足数を

満たしていないまま開催されているもの（2

法人）

（2）監事の選任及び監事監査の実施

監事機能の強化については、前回勧告において、

①法人認可基準における監事選任基準の遵守、②

理事会、評議員会への監査結果報告の励行等を指

摘している。しかし、5県内の39法人における監

事の選任及び監事監査の実施状況をみると、次の

ように、不適切な選任や運営を行っているものが

ある。

ア　監事の選任

①　法人認可基準において、監事は他の役員と

親族等の特殊の関係がある者であってはなら

ないこととされているにもかかわらず、監事

のうち1人は理事2人が取締役となっている

会社の同族会社の役員である等理事と特殊の

関係にある者を選任しているもの（4法人）

②　法人認可基準において、監事は当該法人に

係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関

連する業務を行う着であってはならないこと

とされているにもかかわらず、監事のうちの

1人は建物管理業務を請け負っている会社の

役員である等法人と取引関係にある者を選任

しているもの（3法人）

③　法人認可基準において、監事のうち1人は

社会福祉事業についての知識経験者を選任す

る必要があるにもかかわらず、この者を選任

していないもの（2法人）

イ　監事監査

①　社会福祉事業法第38条において、監事は理

事の業務執行状況及び社会福祉法人の財産状

況を監査することとされているにもかかわら

ず、理事の業務執行状況について監査を実施

していないもの（1法人）

②　法人定款準則において、社会福祉法人の財

務諸表は毎会計年度終了後2か月以内に理事

長が作成することとされているにもかかわら

ず、監事が財務諸表を自ら作成している、あ

るいは作成についての指導を行っているもの

（2法人）

③　法人認可基準において、監事は監査を行っ

た場合には理事会及び評議員会に報告するこ

ととされているにもかかわらず、報告してい

ないもの（2法人）

④　監事監査による指摘はないが、県の指導監

査により繰り返し指摘を受けている、あるい

は多数の事項について指摘を受けているなど、
がい

監事監査が形骸化しているとみられるもの（14

法人）

（3）評議員会の設置・運営

評議員会の機能強化については、前回勧告にお

いて、①社会福祉法人の業務に関する重要事項に

ついて、理事会での議決の要件として、あらかじ

め評議員会の同意を得なければならないことの徹

底、②評議員会の運営に当たり理事を兼務しない

評議員の相当数の出席、③評議員会の設置及び適

正な運営等を指摘している。しかし、4県（青森、

山形、愛媛、熊本）内の16法人における評議員会

の設置・運営状況をみると、次のように、不適切

な運営等を行っているものがある。

ア　評議員会の設置

①　社会福祉事業法第40条第1項において、社

会福祉法人に評議員会を置くことができるこ

ととされており、法人認可基準により、援護

の実施機関が要援護者を入所させる等の措置

を採る社会福祉施設を経営する事業並びに居

宅介護等デイサービス及び短期入所事業のみ

を行う法人を除き、評議員会を設置する必要

があるにもかかわらず、これを設置していな

いもの（1法人）

②　社会福祉事業法第29条第1項において、評

議員会を置く場合には、これに関する事項を

定款で定めることとされているにもかかわら

ず、評議員会を設置しているものの、定款に

おいて、その設置、権限等の必要な事項を定

めていないもの（1法人）

イ　評議員会の運営

①　法人認可基準において、社会福祉法人の業

務の決定に当たり重要な事項について、理事

会での決定に先立ち評議員会の同意を得るこ

とが必要であるとされているにもかかわらず、
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高額の契約や借入金、役職員給与規則の改正、

経理規程の改正等について、評議員会であら

かじめ審議しないまま理事会で審議・議決し

ているものや、理事会での審議・議決の後に

評議員会の同意を得ているもの（8法人）

②　評議員会と理事会を合同で開催しているも

の（1法人）

③　前回勧告における指摘にもかかわらず、理

事を兼ねる評議員が出席者の過半数を占めて

いる状態で評議員会を開催しており、理事及

び理事会の運営に対する評議員会のチェック

機能について実効を上げ得ないものとなって

いるもの（1法人）

（4）会計管理

会計管理の改善については、前回勧告において、

①社会福祉法人における多額の繰越金の発生防止、

②会計組織に関し、原則として複数の会計担当者

を置くなど内部牽制機能を確保し得る体制の整備、

③社会福祉法人の業務に関し、業者と行う契約に

ついて、随意契約として差し支えない場合と競争

契約に付さねばならない場合の基準の明確化、理

事が関係する業者との契約について、当該理事を

関与させないこと、④金銭の寄附に関し、寄附目

的を確認した上での帰属会計単位の決定、社会福

祉法人と取引関係にある業者からの寄附の受入れ

についての適切な処理、⑤入所者預り金の適正管

理、⑥社会福祉法人の基本財産の処分・担保提供

の取扱いの適正化等を指摘している。しかし、3

県（青森、山形、宮城）内の17法人（ただし、③

については5県内の45法人、④については5県内

の44法人）における会計管理の実施状況をみると、

次のように、不適切な会計管理を行っているもの

がある。

ア　社会福祉法人において施設を経営するために

必要な経費（主として措置費）

①　「社会福祉施設における運営費の運用及び

指導について」（平成5年3月19日付け社援施

第39号厚生省社会・援護局長・老人保健福祉

局長・児童家庭局長通知。以下「運営費の運

用等通知」という。）において、運営費につい

ては、施設の適正な運営（日常生活について

必要な諸経費が適正に確保されている等入所

者処遇が適正であること等）に支障がない限

り、一定の限度額の範囲内で繰越金を有して

差し支えないこととされているにもかかわら

ず、措置費（地方公共団体が要援護者を社会

福祉法人の経営する施設に入所等をさせ、社

会福祉法人が所定のサービスを要援護者に過

怠なく提供するために必要となる費用に対し

て、地方公共団体から支払われる委託費であ

り、国はその2分の1を負担）で賄うべき介

護用品等を入所者に一部負担させるなどして、

これを留保し、多額の繰越金を保有している

もの（2法人）

②　運営費の運用等通知において、適正な施設

運営が確保されている場合に限り、施設会計

（措置費、地方公共団体補助金、寄附金及び

本部会計からの繰入金等を経理するための会

計）から本部会計（基本財産の取得、維持及

び自らの経営活動に係る経費等を経理するた

めの会計）へ一定の限度額の範囲内で繰入れ

することができるとされているにもかかわら

ず、適正な施設運営を確保していないまま繰

入れを行っているもの（1法人）

イ　会計組織

①　「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の

経理規程準則の制定について」（昭和51年1月

31日付け社施第25号厚生省社会局長・児童家

庭局長通知）で示されている経理規程準則に

おいて、社会福祉法人は会計責任者、契約担

当者及び出納職員等による会計組織を編成し

なければならないとしているにもかかわらず、

社会福祉法人が経営する施設に会計責任者及

び契約担当者を配置していないもの（1法人）

②　厚生省では、会計責任者等の任命に当たり、

その権限と義務を明確にするため辞令交付を

行うよう指導しているにもかかわらず、社会

福祉法人本部あるいは社会福祉法人が経営す

る施設に会計責任者等を配置しているものの、

辞令交付を行っていないもの（4法人）

ウ　契約

①　経理規程準則において、社会福祉法人の契

約は原則として一般競争入札によることとさ

れており、契約の性質又は目的が競争を許さ

ない場合においては随意契約によるものとす
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るとされているにもかかわらず、随意契約と

しなければならない合理的な理由がない上、

複数の業者による見積り合わせを行わないま

ま契約しているもの（17法人）

なお、前回勧告に対する厚生省の回答にお

いて、引き続き検討中とされていた社会福祉

法人の業務に関し業者と行う契約における、

随意契約として差し支えない場合と競争契約

に付さねばならない場合の基準の明確化につ

いては、厚生省がこれをいまだ策定していな

いことから、社会福祉法人では厚生省からの

基準の提示を受けていない状態となっていた。

②　法人定款準則において、理事会の決議につ

いて特別の利害関係を有する理事はその議事

の議決に加わることができないとされている

にもかかわらず、社会福祉法人との間で理事

が経営する設計会社と随意契約を行い、当該

契約に係る理事会の議決に当該理事が参加し

ているもの（1法人）

エ　寄附

①「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経

理規程準則の制定について」（昭和51年1月31

日付け社施第25号の2厚生省社会局庶務課長

・施設課長・児童家庭局企画課長通知。以下

「経理規程準則課長通知」という。）において、

金銭の寄附は、寄附目的により本部会計ある

いは施設会計等、その会計単位の帰属を決定

することとされているにもかかわらず、寄附

目的の確認を行わないまま、寄附金を帰属さ

せる会計単位を決定しているもの（4法人）

②　公共性の高い組織である社会福祉法人が特

定の業者から寄附を受け入れることは、それ

が反対給付を期待しない自発的なものである

としても、社会的に無用の疑惑を招くおそれ

があるにもかかわらず社会福祉法人が工事請

負契約を締結している業者から、多額の寄附

金を受け入れているもの（3法人）

オ　入所者預り金

経理規程準則課長通知等において、社会福祉

施設の入所者から預っている金銭は別会計で経

理するとともに、適正に管理することとされて

おり、入所者からの預り金の保管について、通

帳と印鑑を別々に管理．保管しなければならな

いにもかかわらず、これを同一金庫内に鍵をか

けずに保管している等その管理・取扱方法に適

切を欠くもの（3法人）

カ　基本財産等資産管理

①　法人認可基準において、社会福祉法人は、

社会福祉事業を行うために直接必要なすべて

の物件について所有権を有していることとさ

れており、都市部等土地の取得が極めて困難

な地域においては、不動産の一部に限り、事

業存続期間の地上権又は貸借権を設定し、か

つ、これを登記することを条件に、国又は地

方公共団体以外の着からも貸与を受けること

ができることとされている。しかし、基本財

産とすべき土地が法人所有の基本財産とされ

ていないものや、貸与を受けている土地に対

して地上権等の設定登記がなされていないも

の（2法人）

したがって、厚生省は、前回勧告に基づく改

善措置の徹底を図るため、次の措置を講ずる必

要がある。

①　今回の調査結果を踏まえ、早急に指摘事項

の改善を図るよう調査した5県を指導するこ

と。

さらに、全国の老人福祉施設を経営する社

会福祉法人について監査等を通じ総点検を実

施し、その結果改善すべきとされた事項につ

いて早急に必要な措置を採り、この措置に従

わないときは、期限を定めて業務の全部又は

一部の停止を命じ、監督の目的を達すること

ができないときは、解散を命ずるなど、厳正

な対応を採ること。

②　前回勧告の回答において、検討中とされた

まま具体的な改善措置が講ぜられていない次

の事項について、早急に具体化の措置を講じ

た上、これを都道府県を通じ社会福祉法人に

提示し、社会福祉法人が遵守するよう指導す

ること。

i）「日常軽易な業務」の範囲．内容を明確化

するための理事長専決事項例

ii）随意契約として差し支えない場合と競争

契約に付さなければならない場合の基準
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2　社会福祉施設・設備の整備に係る
補助事業の適正化

社会福祉法人が設置する老人福祉施設の整備につ

いては、「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施

設等設備整備費の国庫負担（補助）について」（平成

3年11月25日付け社第409号厚生事務次官通知）によ

り、施設整備及び設備整備に要する費用の一部（補

助対象経費）を国が2分の1、都道府県が4分の1、

それぞれ負担（補助）することとされている。

施設整備について、厚生省では、都道府県及び政

令指定都市に対して、「社会福祉法人及び社会福祉施

設に対する指導監督の強化について」（昭和55年10月

6日付け社庶第150号厚生省社会局長．児童家庭局長

通知）により、施設建設に当たり、正常な契約が締

結され、当初計画に従って建設が進行しているか否

かの実情の確認に努め、二重契約等の不正事件の生

じないように万全の注意を払うこと、実情把握のた

めに契約時点・建設工事中間点・完了時点に社会福

祉法人関係者から詳細な実情報告をさせること等を

指導するとともに、民間公益補助事業（公益の増進

を目的とする事業の振興のための事業に対する日本

自転車振興会等が行う補助事業）による施設整備の

資金計画については、補助申請の副申時における十

分な審査と、その後における継続的な指導に特に配

意するよう指導してきている。

なお、厚生省は、平成9年3月、都道府県、政令

指定都市及び中核市（以下、これらを総称して「都

道府県市」という。）に対し、「社会福祉法人の認可

等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に

対する指導監督の徹底について」（平成9年3月28日

付け社援企第68号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、

社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長

連名通知）により、上記の「社会福祉法人及び社会

福祉施設に対する指導監督の徹底について」の通知

による指導事項に加えて、①施設建設工事に係る契

約手続については、都道府県市が行う公共事業の扱

いに準じて適切に行うとともに、あらかじめ都道府

県市に入札参加業者を届け出るよう指導し、また、

社会福祉法人が建設工事契約を締結した場合には、

その内容を都道府県市に報告するよう社会福祉法人

を指導すること、②施設建設工事に係る契約におい
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て、一括下請負契約は妥当ではなく、国庫補助の対

象としないこととしているので、特に留意すること、

③①及び②の取扱いは、民間公益補助事業による施

設整備についても同様であること等について指導し

ている。

今回、5県内の34社会福祉法人について、平成4

年度以降における老人福祉施設の整備に係る国庫補

助事業の実施状況を調査した結果、次のように、不

適正に国庫補助金を受領しているもの等がある。

①　社会福祉施設等設備整備事業として実施された

が、社会福祉法人が未実施分をも事業完了したと

報告しているもの（2法人）

i）入所者の入出管理システムを整備したとして
はいかい　　　　　　　ほう

いるが、排徊する痴呆性老人の送信機からの信

号を受信する受信機等の一部が整備されていな

いもの

ii）ベッド50床を整備したとしているが、老人短

期入所事業用15床のうち7床については整備さ

れていないもの

②　社会福祉施設等施設整備事業として、天井走行

型介護用リフト13基を整備したが、設置工事の手

違い等から、整備後使用されないままとなってい

るもの（1法人）

③　社会福祉施設等施設整備事業とし、介護用リフ

ト2基を整備したが、県に対する事業実績報告で

その整備費用を過大に報告しているもの（1法人）

④　施設整備工事の実施において、一括下請負を行

っている上、社会福祉法人と元請業者との契約金

額と元請業者と下請業者との契約金額の間に差額

が生じているもの（1法人）

⑤　民間公益補助事業による施設整備工事の実施に

おいて、一括下請負を行っているもの（1法人）

したがって、厚生省は、施設・設備の整備に係る

補助事業の一層の適正化を図るため、次の措置を講

ずる必要がある。

①　今回の調査結果における指摘事項に係る事業に

ついては、不正等の排除に必要な措置を的確に行

い、不正事案については、補助金の返還等の措置

を厳格に実施するとともに、都道府県市に対し、

補助事業に係る事業実施計画及び事業実績報告等

の審査を厳正に実施するよう指導すること。

②　今後、不正な行為がなされたとの疑いのある法

人その他の問題のある法人に対しては、厚生省自



◎社会福祉法人の指導監督に関する行政監察結果に基づく再勧告

ら抜き打ちに特別監査を実施するなどし、その結

果、適正を欠くと認めるときは、補助金の返遺等

厳正な対応を採ること。
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